
１．はじめに

ジェンダーとは，先天的な性差を指すセックスとは異
なり，後天的に形成された「男らしさ」や「女らしさ」
など，文化的・社会的な性差を指すものとして，定着し

ている言葉である。近年は，同性愛の人々も含めて男女
の区別に限定されない「性差や性別についての観念・知
識」といった定義も採用されるようになっている（辻村
ほか２０２１）。
また，ジェンダー平等とは，男性と女性の対等な関係

を指す言葉で，男性を中心として政治や経済，社会が構
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成され，女性が不利益を被ってきたことに焦点を当て，
女性の男性並みの権利の獲得を目指すフェミニズムの思
想や運動で提起されてきた概念である。バックラッシュ
と呼ばれる様々な反感の動きに遭いながらも，ジェン
ダー平等の概念は今日の社会に浸透し始め，徐々に市民
権を得るようになってきている（木村２０２２，東海ジェン
ダー研究所記念論集編集委員会編２０１０）。
例えば内閣府はジェンダー平等を，「性別に関わらず，

平等に責任や権利や機会を分かちあい，あらゆる物事を
一緒に決めてゆくこと」（男女共同参画推進連携会議
２０２１：４）と定義し，男女間の大学進学率の格差や，家
事や育児などの負担の女性への偏りといった状況が問題
であることを示している。さらに近年は，国際連合も持
続可能な開発を達成するための目標（SDGs）の一つに，
「ジェンダー平等を実現しよう」を位置づけており（１），
ジェンダー不平等の解消は，国際社会における急務の課
題として認識されるようになっている。日本で２０２１年２
月に，当時の東京オリンピック委員会の会長であった森
喜朗氏が「女性の多い会議は時間がかかる」と発言し，
その際に国内外からジェンダー平等に反する内容である
との批判が集まったことも記憶に新しいが，このよう
に，いまやジェンダーに対する配慮は，国内外を問わず
重要な課題となっている。
ところで，男女間のジェンダー不平等の解消は，学校

教育においても推進される必要がある。学校における子
どもとジェンダーの関係をめぐってはかねてから，名簿
や列の順番，学校行事における男女の役割分担などが，
性差別の助長につながる「隠れたカリキュラム」として
問題視されてきた（木村２０２２）。例えば男女別の名簿で
あれば，男子の名前が先に記載され，女子の名前が後に
記載されることは，「男性は女性よりも優先されるべき
である」という誤った固定観念を子どもに刷り込むおそ
れがある。そして，そうした固定観念を刷り込まれた子
どもが成長して大人になったならば，彼ら彼女らは周囲
の人々に，また自分の子どもに性差別的な対応をした
り，性差別的な対応を教えたりするようになる可能性が
ある。
さらに，学校教育に内在するジェンダー不平等には，

男女のコミュニケーションに由来するものも存在するこ
とが様々に示唆されている。例えば，小学校の一斉指導
の授業における男女の発話状況に焦点を当てた先行研究
においては，女子の発言が男子から嘲笑されるなどした
結果，女子が発言を控えていたことが示されている（木
村１９９７）。また，小学校理科教育の先行研究においては，
実験というグループ学習であっても同様の傾向が見られ

ることが指摘されている（湯本・西川２００４）。
こうした状況が残り続けるならば，ジェンダー不平等

は子どもが大人になった社会においても再生産され，社
会全体におけるジェンダー平等の実現も遠のいていくで
あろう。このように考えるならば，社会におけるジェン
ダー不平等の解消に向けて，学校におけるジェンダー不
平等の解消をどのように実現するか，またこうした問題
にどのように対応していくのかという論点は，あらため
て検討される必要がある。
だが，現在の学校教育をめぐる先行研究では，こうし

た論点はほとんど注目されていない。学習指導要領が変
わり，対話にもとづく学びが重視されている現在の状況
においてこそ，こうした問題への対応を様々な学校教育
の場面で検討していく必要がある。以上の問題意識にも
とづき，本稿では，他者の思考や発話を促すファシリ
テーションの概念に注目しながら，学校教育における
ジェンダー平等，特に発話面でのジェンダー平等の実現
を目指す教育のあり方について検討する。

２．学校における男女のジェンダー不平等の所在と発話
をめぐるジェンダー不平等の問題

２－１ 学校における男女のジェンダー不平等の所在
学校教育におけるジェンダー不平等の存在は，これま

で様々な先行研究においても指摘されてきた。例えばア
メリカの小学校における子どもの遊びを観察したソーン
は，遊びの場面において男女が分離する傾向にあり，男
女が一緒に遊んだとしても，男子が時に女子を排除する
ような動きを見せることを明らかにしている（Throne
１９９３）。また，冒頭でも述べた男女別の名簿をはじめと
する「隠れたカリキュラム」が男女間の不平等につなが
ることに注目し，そうした不平等の解消を目指す取り組
みはジェンダー・フリー教育としてもこれまでに実践さ
れてきたが，それでも子どもや教師から性差別的な見方
がなくなるわけではないことが，先行研究によって示さ
れている（多賀２００３）。このように，フェミニズムの思
想や運動が問題にしてきた女子と男子の間の非対称な関
係は，学校においても広く存在するものとなっている。
そしてこうしたジェンダー不平等は，学校教育におけ

る「授業」をめぐっても指摘されている。例えばアメリ
カの様々な校種の学校を調査したサドカーらは，教師に
指名されるよう働きかけを行う男子にばかり教師の目が
行き，女子は沈黙する経験を強いられるという構図の教
育現場における存在を明らかにした（サドカー・サド
カー１９９６）。また日本の小学校を対象としてフィールド
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調査を行った木村も，高学年の学級において「男子は自
己主張をともなう言動を絶えず発し，女子は目立たない
ような態度を一貫してとりつづけるという子ども集団」
（木村１９９７：４７）の姿が見られたと述べている。そして
木村は，そのような学級では，授業中の女子の発言が男
子集団からの攻撃的・嘲笑的対応の対象となりやすく，
その結果，女子が発言を控えるようになっていたことも
明らかにしている（木村１９９７）。
さらに，同様の傾向は小学校だけでなく，中学校にお

いても生じていたことが，氏原によって報告されてい
る。氏原は，社会科の授業中に教師が２名の女子生徒を
指名した際に，男子から「女ばっかしじゃん」という不
満を示す声が起こった点，さらに女子の発言に対して男
子が冷やかしを発した点に注目し，「男子が女子に教室
を支配させようとしないこと，女子に対して性差別的な
言動をすること」（氏原１９９６：４０）が学校で起こってい
たと述べている。
このように，教師が児童生徒に発問をし，その回答を

受けて授業内容に関する説明を展開するという，一斉指
導型の授業における教師と子どもの相互作用，また子ど
も同士の相互作用に関しては，女子の発話が制限されて
きたことが明らかとなっている。特に木村の事例におい
ては，教師は挙手している女子児童を見逃さず，積極的
に女子の発言を促そうとするが，一方で教室内の集団力
学がそれを認めないという構図が存在するとされてお
り，このことは女子の発話をめぐるジェンダー不平等の
解消が教師と子どもとの関係に注目するだけでは困難で
あることを示している。
また，児童生徒が相互に協力しながら学習を進めるグ

ループ活動において，男女の発話差が生じている可能性
も存在する。例えば理科は女子児童生徒よりも男子児童
生徒の方が意欲や関心を示すとされるなど，男女間で取
り組み方や関わり方に差が現れやすい教科である（稲田
２０２１）。そして，そのような理科で行われる実験におい
ては，女子児童が実験等に積極的に参加しにくい実態が
存在することが，湯本と西川による小学校を対象とした
調査で明らかになっている（湯本・西川２００４）。実験を
主導する側とそれに従う側に分かれていると考えるなら
ば，その関わりの差は授業中の発話の差ともなってあら
われていた可能性がある（２）。
特に理科に関しては，高等教育において理工系の学部

に進学する女子の数が少ない状況が今も改善されておら
ず，「女性が理系の職業を選びにくく，就きにくい」と
いう現実の社会のジェンダー不平等とも関わりがある
（木村２０２２）。それゆえ，男性に有利に，女性に不利に

働くという点でフェミニズムの思想や運動でも問題にさ
れてきたジェンダー不平等と類似した構図を指摘するこ
とができる理科のような教科も含め，学校教育における
子どもの相互作用の実態に注目し，発話に関するジェン
ダー不平等があるのであれば，それを解消することを目
指していく必要がある。

２－２ 社会における男女の発話をめぐるジェンダー不
平等

加えて発話をめぐる男女間のジェンダー不平等の問題
は，現実の社会にも存在することが，政治学に関わるこ
れまでの研究や実験，実践において様々に示されてい
る。
例えば政治学者のアイリス・マリオン・ヤングは，冷

静で理性的に行われる議論に男女が参加したとしても，
理性的に自己の主張を述べる傾向にある男性に比べて，
感情に訴えて自己の主張を述べる傾向にある女性は発言
の機会を奪われ，その結果，女性が議論の場から排除さ
れる可能性があると述べている（Young１９９６）。
また，冷静で理性的な議論の場における発言機会が，

男女の間で実際に平等となっていないことは，政治学に
関わる実証研究においても明らかにされている。例え
ば，市民を無作為などの方法で集めて社会の課題につい
て議論してもらう，ミニ・パブリックスと呼ばれる試み
に関する研究を行っているクリストファー・カルポ
ウィッツらは，海外においてミニ・パブリックスを模し
た実験を行っている。その結果，討議におけるグループ
の発話時間と個人の発話時間の関係として，女性の発話
が男性の発話の７５％以下，場合によっては３分の２以下
であったことが明らかになっている（Karpowitz et al．
２０１２）。
さらに，同様の傾向は日本におけるミニ・パブリック

スをめぐる研究においても報告されている。例えば静岡
県で実施されたミニ・パブリックスの状況について，発
話分析の観点から研究を進めた千葉と日野は，性別ごと
の平均発話回数が，参加した男性の平均発話回数は
５０．６２回であったのに対し，女性の平均発話回数は３７．７９
回にとどまっていたことなどを明らかにしている（千
葉・日野２０１８）。また，北海道において行われたミニ・
パブリックスの状況について男女ごとの関わりから分析
した田村も，女性が男性に比べて発話を控える傾向に
あったことを指摘している（田村２０１９）。
このように，現実の社会においても女性に十分な発言

の機会が与えられていないか，女性が自らの発言を自発
的に控えてしまうなどして，男女間の発話をめぐるジェ
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ンダー不平等が生じている事例が存在する。そうした状
況が生まれにくくするために，大人よりも早い発達段階
の学校教育において，発話をめぐるジェンダー不平等の
解消に焦点を当てることは，あらためて検討に値しよ
う。

２－３ 学校における男女の発話差をめぐる研究の課題
とファシリテーションへの注目

しかしながら，現在の学校教育をめぐる先行研究にお
いて，この論点が十分に議論されているとは言い難い。
例えば，木村の研究と湯本・西川の研究は小学校を，氏
原の研究は中学校を対象としたものであり，高校を対象
としてこうした男女間の発話の問題が生じている可能性
を明らかにした研究は，現在のところ見られない（３）。
また，これまでの先行研究において指摘されてきた男

女間の発話をめぐる問題が，２０１７・２０１８年に新たに改訂
され，「主体的・対話的で深い学び」の実現が目指され
る新学習指導要領のもとで起こらないのかという点につ
いて，明らかにしようとする研究も少ない。例えば近年
の理科教育の研究動向に関して稲田は，「児童・生徒へ
の意識調査は十分に行われているものの，実際の理科授
業における女子の態度や実験への参加状況等に関する質
的な分析は，湯本・西川（２００４）による調査以来，ほと
んど行われていない」と述べている（稲田２０１９：１４）。
一方で稲田は，新学習指導要領についても言及するが，
その内容は，「学びに向かう力・人間性」が学習指導要
領に導入され，情意的な側面が強化されていることへの
言及にとどまっている（稲田２０１８）。
このように，対話を軸とした学びが今後重要となる中

で，男女間の発話の不平等を生じさせないような方策を
いかにとるべきか，という点も，重要な論点といえよ
う。校種ごとの男女の発話の実態の解明，対話的な学び
の実現とジェンダーの関係についての検討を通じて，
ジェンダー平等の学校教育における実現のあり方につい
て議論していくこともまた，あらためて意義がある。
なお，過去の先行研究においては，男子児童が「女子

児童が優遇されている」と感じることも，教室内の男女
の不平等な関係の形成の一因となっていたことが示され
ている（木村１９９７）。また湯本・西川（２００４）の知見を
踏まえるならば，対話的な学習であっても教師の適切な
介入がなければ，子ども同士の話し合いの過程で，男子
が女子の活動を発言も含めて制限することは起こらない
とは限らない。そして，こうした問題の解決に向けて
は，教師から子どもへの働きかけだけでなく，子ども同
士の働きかけという視点に立つことも重要になる。例え

ば湯本と西川は，教師が実験の前にビデオ視聴と授業劇
という指導を行うことで，男女間の関わりが改善された
こと，子どもの中に，男女間の相互関係を改善する能力
が備わっていることを明らかにしている（湯本・西川
２００４）。これは，教師が実験の前に指導を行うことを通
じて男女間の関わりを改善したという点に注目すれば，
教師から子どもへの働きかけであるし，教師の指導を受
けて男子児童が女子児童に対する関わり方を見直し，適
切に関わるように意識したという点に注目すれば，子ど
も同士の働きかけであるとも見ることができる。
こうした，他者が安心して発言することのできる環境

を整えようとしたり，他者との積極的な関わりを促そう
としたりする試みは，ファシリテーションとも呼ばれ
る。先に見た湯本と西川の研究における事例も，教師か
ら子どもに対するファシリテーション，子どもから子ど
もに対するファシリテーションであるとも見ることは可
能であり，そのように考えるならば，男女間の関わりを
促す鍵は，ファシリテーションにあると考えることもで
きる。そこで次章では，学校教育におけるファシリテー
ションの意義についてジェンダー平等の視点から検討す
る。

３．ファシリテーションと学校教育におけるジェンダー
不平等の解消

３－１ ファシリテーションとは
ファシリテーションの定義は論者によって様々に与え

られており，例えば中野は，「人々が集い，何かを学ん
だり，対話したり，創造しようとする時，その過程を，
参加者主体で，円滑かつ効果的に促していく技法」（中
野２０１９：８）をファシリテーションであるとしている。
また堀は，ファシリテーションを，「人々の活動が容易
にできるように支援し，うまくことが運ぶようにする」
こと，あるいは「集団による知的相互作用を促進する働
き」（堀２０１８：２３）であると定義する。
こうした定義からは，ファシリテーションが単なる

「人びとの話し合いを活発にさせるための技法」にとど
まるものではないということが読み取れる。一般にファ
シリテーター，ファシリテーションという言葉からは，
「話し合いの進行役」，「話し合いの技術」という意味合
い，すなわち会議などの場で必要となるスキル，またそ
のようなスキルを持つ人々が想定されやすい（徳田・鈴
木２０２１）。だが話し合いが円滑に進むことで生み出され
るものは，当初の目的の達成だけではない。例えば旅行
の行き先を決めるという話し合いの場合，最終目的は
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「旅行の行き先が決まる」ことであるが，その過程で，
参加者は他の参加者の好みについて知ったり，自身だけ
でなく他の参加者も納得のいく行き先について探ろうと
したりするようにもなると考えられる（徳田・鈴木
２０２１）。
このように，ファシリテーションとは，他者の発言を

単に促すだけでなく，それを通じてある個人とある個人
とを結びつけ，社会的な関係を形成することにも関わる
営みでもある。徳田と鈴木によれば，前者は「話し合い
の支援・促進」であり，後者は「複数の人々の関係や共
同行為の支援・促進」であるということになる（徳田・
鈴木２０２１）。また徳田と鈴木は，ファシリテーションが
複数の人々をつなげる営みであることに着目して，そこ
に「社会的」という意味合いを含む「ソーシャル」を付
け加えることを提唱する。この場合，ファシリテーショ
ンは，「複数の人々の関係や共同行為の支援・促進」の
役割が強調された，「社会的課題に取り組む，あるいは
支えあいの関係を育むような場における複数の人々の関
係や共同行為を支援・促進すること」（徳田・鈴木
２０２１：１６）とも定義されるソーシャル・ファシリテー
ションとなる。
こうして，ファシリテーションの概念は，その言葉か

ら連想される，「話し合いの支援・促進」というイメー
ジにとどまらない役割を持つものとして，その意義が近
年捉え直されている。

３－２ 既存の先行研究で指摘される男女の発話差の解
消に向けた方策とファシリテーション

以上のような特徴を持つファシリテーション，特に
ソーシャル・ファシリテーションに注目した場合，男女
の発話差に焦点を当てるこれまでの学校教育の先行研究
において提案されている，ジェンダー不平等の解消に向
けた様々な方策を，ファシリテーションとして捉えるこ
とが可能になる。
例えば，湯本と西川の先行研究で取り上げられていた

ビデオ視聴と授業劇は，男女の相互作用の改善に貢献し
ているが，これは，ビデオ視聴と授業劇を通して，それ
まで自身の思うままに行動してきた男子児童が，「他者
の存在を認め，他者の行動に配慮する」ようになった結
果であると考えられる。すなわち，男子児童は実験とい
うグループ活動の場を，教師の介入によって「互いに協
力して進めるべき空間」として認識するようになってい
るといえる。このように見るならば，ビデオ視聴と授業
劇という手法は，既存のグループにおける学びの空間
を，新たに「支えあいの関係を育むような場」に作り変

えたとも考えることができる。
また，理科の授業において女子の参加を促す工夫を施

した上で展開されるグループ学習も，ファシリテーショ
ンに関わるものであるとみなすことが可能である。例え
ば三崎らは，中学校の理科の授業を対象として，男女比
がほぼ１対１のグループにおける生徒同士の教え合い，
またグループを超えた生徒同士の教え合いを認める授業
を実施し，その結果，男子生徒も女子生徒も，同性の生
徒だけでなく異性の生徒とも教え合いを展開していたと
述べている（三崎ほか２０１１）。これは，異性の生徒間の
相互作用が見られるということであり，この授業もま
た，教える・教わるという経験を通して生徒に「支えあ
いの関係を育む」もの，すなわちファシリテーションに
関わるものであるとみなすことができる。
このように，男女間の相互作用を促す形で行われるグ

ループ活動には，ファシリテーションの契機が含まれて
いる。これからの学校教育のあり方を考える上でファシ
リテーションに注目することの意義は，こうした文脈か
らも導き出される。

３－３ 学校教育とファシリテーションに関する先行研
究の到達点と課題

なお，ファシリテーションが今後の学校教育において
重要となることは，ファシリテーションに関する先行研
究や国によっても認識されている。ただし，これらの先
行研究や文書においては，ファシテーションが求められ
るのは子どもではなく，教師であると考えられている。
例えば堀は，学校教育の重点が子どもの学力（知識）

を伸ばすための「教える教育」から，子どもの思考力を
伸ばすための「学び合う教育」に変わりつつあり，そこ
では教師に「学習者の知識や経験を引き出し，自発的な
学習を促す」（堀２０１８：５２）ファシリテーターの役割が
求められるとしている。また，文部科学省の中央教育審
議会が２０２１年１月に発表した「「令和の日本型学校教育」
の構築を目指して（答申）」では，これからの教師に求
められる能力の一つに，ファシリテーション能力が位置
づけられている（中央教育審議会２０２１）。
だが，教師がファシリテーション能力を身につけたと

しても，それだけでは，学校の教室内に存在する可能性
の高い，発話をめぐるジェンダー不平等が解消されると
は限らないであろう。ジェンダー不平等は，教師と子ど
もの間だけでなく，子どもと子どもの間でも生じるため
である。あらためて，異性を排除するのではなく，異性
の存在を受け入れ，異性の発言や関わりを促すことので
きるファシリテーションの能力は，子ども（理科の実験

学校教育におけるジェンダー平等の実現に向けたファシリテーションの可能性 ３３



や学習の場合は男子児童・生徒）に身につけさせること
までを視野に入れる必要がある。
実際に，ファシリテーションと学校教育に関わる近年

の先行研究の中には，ファシリテーションを行うファシ
リテーターとして子どもを想定しているものも存在す
る。例えばちょんは，教師や児童・生徒がファシリテー
ターとなり，関わり合いを促すホワイトボードなどの
ツールを用いながら学習活動を行うことで，学校にも豊
かな対話の場が実現すると述べている（ちょん２０１６）。
またちょんの方法を参考にして，小学校の英語の授業で
ファシリテーションを子どもに体験させた大場らは，授
業の過程で子どもが「仲間の意見を笑わない」など，円
滑な話し合いを進めるためのルールを意識するように
なっていたことを明らかにしている（大場ほか２０２１）。
さらに，斉藤は，新学習指導要領で示される「対話的学
び」とファシリテーションの関係について考察するとと
もに，子どもが自ら積極的にファシリテーターの役割を
担うなどした場合，「男女問わず積極的に発言したり，
他者の主張に耳を傾けたりすることの重要性を子どもが
学ぶことになり，学校卒業後も，性別を含めて差異を認
め，互いに尊重し合う」（斉藤２０２１：１３０）ようになる可
能性があると述べている。
このように，学校教育における男女間の発話格差の問

題を検討するにあたっては，「話し合いの支援・促進」
にとどまらず，「複数の人々の関係や共同行為の支援・
促進」にまで目を向けるファシリテーションの視点は，
有益なものとなる。

４．学校教育における男女間の発話格差の解消に向けた
様々なファシリテーションの可能性

４－１ 男女別グループ編成への注目
ここまで，学校教育における発話状況をめぐる議論を

もとに，男女間の発話格差の解消に向けた方策とファシ
リテーションの関係について確認してきたが，対話的な
学びをジェンダー平等の側面から充実させるための方法
として検討に値するものは，他にも様々に存在する。
例えば，木村（１９９７）においては，小学校の授業の時

間に見られる男子児童の攻撃的な態度とそれに委縮した
女子児童の沈黙という現象が見られた一方で，休み時間
や休憩の時間，また一斉指導の授業の中で行われる小グ
ループでの学習の時間には，女子の活発な活動や発話が
見られたことも報告されている。すなわち，女子児童の
発言を妨害する特定の男子児童が教室空間における言論
を支配しようとするときに，男女間の発話の差は生じる

のであり，そうした状況を生み出さない手立てを教師が
取ることによっても，発話をめぐる不平等な関係は解消
される可能性がある。
そしてその一つと考えられるのが，女子児童生徒のみ

でグループを編成することである。理科の先行研究にお
いては，前章で取り上げた先行研究以外にも，女子の発
話を促す可能性のある授業が提案されている。例えば稲
田は，女子が友人との競争ではなく，協力によって問題
を解決することを好意的に捉えている点に注目し，協同
的な学習を含む授業を開発・実施している（稲田２０１３）。
稲田の研究は，直接，女子の発話状況を分析することを
目的とするものではないため，実際の女子の発話状況に
ついては考察の対象とされていないが，実験への女子の
積極的な活動を促すことを意図して，男女別のグループ
編成も，実施された授業の中では行われており（４），記
録や片付けの役割のみを担う女子は現れなかったとされ
ていることから，男女混合で行われることの多い一般的
な理科の実験，また女子の特性に配慮されずに行われる
一般的な理科の実験に比べて，女子の行動の量や発話の
量は増えている可能性がある（稲田２０１３）。
このように，男子と女子の相互作用を促すように授業

を構成するだけが，教室における男女の発話差を解消す
る方法ではなく，男女を敢えて分けることによって女子
の発話を促し，男女の対等な発話状況を創出すること
も，ソーシャル・ファシリテーションとして検討に値す
る方法となる（５）。

４－２ 意思決定方略への注目
さらに，男女間の発話格差の解消をめぐっては，実社

会における状況についての検証や考察を行う先行研究も
参考となる。
例えばカルポウィッツらによる先行研究では，参加者

たちのグループは，最終的なグループとしての意見を多
数決で決めるグループと，全会一致で決めるグループに
分けられている。そして，後者のグループにおいては，
参加者が知識を増加させた割合が多数決グループよりも
高まっただけでなく，女性の発話時間，またその発言が
男性に与える影響力が，男性のそれに近づいたことが報
告されている（Karpowitz et al．２０１２）。
このように，男女間の発話の問題は，話し合いの方

法，特に決め方を工夫することによっても解消される可
能性がある。これは，学校教育の文脈に照らし合わせれ
ば，授業の中で子どもが男女関係なく，相互の関わり合
いを促しながら学び合いを進めるようなグループ学習を
行う場面を取り入れるだけでなく，グループ学習の最後
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に子ども同士の合意形成の場面，特にグループとしての
意見をメンバー全員が納得した上で決める場面を設定す
ることによっても，教室空間における男女の発話差が解
消される可能性があるということになる。
また，学校において子どもが意思決定に直面するの

は，特定の教科の授業だけではない。小学校，中学校，
高校と全ての校種で，学級内で起こったトラブルを解決
したり，学級の目標を決定したりすることが，特別活動
の時間などを活用して行われている。こうした時間の中
で，全会一致を志向した話し合いを子どもに行わせるこ
とによっても，女子が発話をでき，意思決定に参画しや
すい環境というものは，創り出すことができると考えら
れる。
もちろん，前節でも述べたように，女子の発話を促す

ためには，女子同士で話し合う場面を設けたり，女子の
参加のしやすさを意識して，教師が授業を組み立てたり
するといった手立ても有効である。そしてこうした手立
ては，男子の授業に対する参加を阻害しないことも，稲
田によって示されている（稲田２０１３，稲田２０１９）。こう
した様々な方法を教師が，授業をする学級や自身の学級
の子どもの様子を見ながら必要に応じて組み合わせて使
用していくことで，子どもが男女問わず発言しやすく
なったり，決め事に参加しやすくなったりすると考えら
れる。そしてこうした経験を子どもが繰り返し体験する
ことにより，女性の意見も男性の意見と同様，対等に尊
重されるような社会が学校に，ひいては社会に形成され
ていく可能性がある（６）。

４－３ 子ども同士の相互作用への注目
ファシリテーションの態度や能力を身につけ，性別を

越えて連帯する姿勢を獲得した子どもは，一斉授業の場
においても，自分の言動や行動が他者を学びの空間から
排除することに加担していないかを，意識するようにな
る可能性がある。そうした反省的な態度を子どもが持つ
ようになれば，男子が女子の発言を嘲笑し，威圧すると
いった，木村の先行研究において見られたような子ども
の行動は，減少していくのではないだろうか。
また理科の授業のように，性別による参加度の偏りが

生じやすいような科目においても，ファシリテーション
の技法を身につけた男子は，役割分担を決める際に女子
の要望も踏まえて決定しようとするようになるかもしれ
ず，そうなれば，男女の関わりはファシリテーション前
よりも増加し，それに伴って発話の数も促されていく可
能性がある。こうした相互作用の促進という点において
も，ファシリテーションには意義が見いだされる。

５．おわりに

本稿では，男女の発話間の不平等という観点に着目
し，学校教育とジェンダーの関係について検討する研究
の課題を指摘するとともに，理科教育の先行研究に依拠
しながら，ジェンダー平等の実現に関わるものとしての
ファシリテーションの意義や可能性について検討してき
た。その結果，対話的学びが展開される今後の学びにお
いてこそ，ファシリテーションの視点が有用であること
を明らかにすることができた。
なお，男女間の格差が生まれつきのものではないこと

は，OECDの学習到達度調査の結果によっても示され
ている（ガールスカウト日本連盟２０１９）。女子が安心し，
自信をもって学ぶことのできる環境を整えることは，発
話状況の改善，ひいてはそれを通じたジェンダー平等の
実現にもつながると考えられる。対話的学びをジェン
ダーの視点から充実させることの意義は，こうした文脈
からも導き出すことができる。
また，本稿ではジェンダー不平等に対し，女性の男性

に対する劣位の観点から注目してきたが，ジェンダー不
平等にはその逆も存在するはずである。例えば，高校卒
業後の進学先として，理学や工学の学問分野を希望する
女子生徒や，理系の職業に就く女性の数は少ない一方
で，文系の学問分野を希望する男子生徒や，保育士，看
護師など，女性の多い職場で働く男性の数は少ない。こ
うした状況の創出に，学校教育が関わっていないかにつ
いては，批判的に検討される必要があろう。
さらに，学校教育に関する先行研究のうち，理科以外

の他教科に関する先行研究の中にも，男女の関わりの差
を発話状況の面から明らかにしようとするものは存在し
ない。女子が苦手意識を持つ傾向のある理数系の科目に
おいて発話格差が存在するのであれば，男子の中であま
り関心が持たれにくい文化系の科目においては，女子に
比べて男子の発話が少なくなる可能性も，ないとはいえ
ない。今後は，こうした側面についても明らかにし，多
面的・多角的に学校教育とジェンダーとの関係について
迫っていく必要がある。

註

（１）例えば「ジェンダー平等を実現しよう」の小項目
の中には，「政治や経済や社会のなかで，何かを
決めるときに，女性も男性と同じように参加した
り，リーダーになったりできるようにする」が掲
げられている（日本ユニセフ協会ホームページ
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（https : / /www. unicef. or. jp / kodomo/ sdgs /１７
goals/５―gender/。２０２３年６月１３日最終閲覧））。

（２）例えば理科の実験の傾向として，男子が加熱器具
を扱うなど実験の進行役を，女子が記録係を担う
傾向がある（稲田２０２１）。またそうした傾向は，
現在でも全ての学校において改善されているわけ
ではないことが，ガールスカウト日本連盟の調査
によって示されている（ガールスカウト日本連盟
２０１９）。

（３）なおガールスカウト日本連盟が行った女子高校生
に対するアンケートの結果によれば，性別を理由
に何らかの制限を受けたことがあると回答した高
校生が全回答者の約半数，教師からの期待や声か
け，態度が性別に応じて異なると回答した高校生
が，男女共学の学校に通う回答者全体の約半数に
のぼったことが報告されている（ガールスカウト
日本連盟２０２１）。

（４）例えば海外の理科教育における先行研究では，女
子が実験に積極的に参加するようになるための方
策として男女別グループ編成が有効であることが
示されている（Parker and Rennie２００２）。

（５）なお，男性優位な社会の中で女性だけで集まるこ
との意義は，対抗的公共圏として，政治学におけ
るジェンダーをめぐる議論の中でも論じられてい
る（フレイザー２００３）。

（６）特に，教師がジェンダー平等に対する意識を持つ
ことは非常に重要となる。例えば寺町は，教職課
程を履修する複数校の大学生を対象にした調査を
行ったが，「生徒同士の関係におけるジェンダー
の問題」を認識している学生は全体の約１０％程度
であった（寺町２０２１）。
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